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【理論の学習にあたって】 

 

 １、暗記は必要？ 

   財務諸表論の理論問題は、基本的に文章で解答する必要があります。日商簿記や簿記論の試験と、

この点が大きく異なるところです。 

   そして、この財務諸表論の理論を暗記だけで乗り切ろうとする受験生が多数いらっしゃいますが、

財務諸表論は、税「法」と異なり、財務諸表「論」ですので、ある程度、ご自分の言葉で書いても問

題はありません。なるべく会計理論の丸暗記は避け、理解に努めるようにしてください。 

 

 ２、総論って？ 

   財務諸表論の理解に欠かせないものが、理論全体の幹となる「総論」です。総論は、理論全体に関

する抽象的なものとなりますので、各論（個別論点）の学習をしていない方にとっては、最初、何を

言っているのか全く分からないこともあるかもしれません。しかし、各論を学習する際、常に意識し

ておかないと、広大な理論の森の中で迷子になってしまいます。授業では、まず、伝統的会計理論の

総論を学習し、その次に伝統的会計理論の各論、新しい会計理論の総論、新しい会計理論の各論、と

いうように進んでいきます。各論の学習中や各論の学習終了後には必ず総論の復習をするようにし

てください。 

 

 ３、法規集は必要？ 

   会計法規集が市販されていますが、特に購入していただく必要はありません。必要と感じたなら

ば、その時に買っていただければ大丈夫です。 

 

 ４、予習、復習は必要？ 

   基本的に予習は必要ありません。そのかわり、復習は毎回欠かさず、ため込むことなく確実に行っ

てください。 

   復習は、テキストの＜理解＆暗記＞のタイトルを見て、キーワードを瞬間的に思い出すことがで

きることを目安にしてください。 

   圧倒的なスピードで授業は進んでいきます。絶対に自分を甘やかして明日への先延ばしはしない

ようお願いいたします。 

 

 ５、基本書は必要？ 

   大型書店がお近くにある方は実際に書店まで足を運び、ご自分に合いそうな基本書を一冊購入し

ていただくとよいと思います。辞書代わりにもなりますし、参考書として活用することもできます。 

   ただ、このように書くと、まず間違いなく「先生のおすすめの本を教えてください」とご質問を頂

戴することになるのですが、こればっかりは私に合う本がみなさんに合うとは限らないので、実際に

みなさんが現物を見て、分かりやすいと感じた基本書を買っていただくのが一番だと思います。 

   基本書を選ばれる際は、発売から 2 年以内（できれば 1 年以内）で、ページ数は 300～400ページ

ぐらいの本を選ぶようにしてください。 
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 ＜理論の学習スタイル ～私の受験生時代～＞ 

   

   （例）繰延資産を復習する場合 

   １、理論テキストの「繰延資産」の範囲を精読します。 

   ２、＜理解＆暗記＞の文章のキーワード（※）を覚えます。 

   ３、＜理解＆暗記＞の文章（★★★）を一字一句完璧に覚えます。また、（★★☆）はある程

度の暗記、（★☆☆）はキーワードの暗記だけで大丈夫です。 

   ４、基本書の「繰延資産」の章を精読し、新しい知識だと思った内容は、理論テキストにどん

どん書き込んでいきます。 

 

      ※ 赤文字はプリントアウトしていただくと、あの赤い透明の「暗記シート」で隠すことが

できます。キーワードの暗記にぜひ活用してください。 

 

      （注）誤解の無いよう書いておきますが、一度授業を聞いただけで理解しにくければ暗記を

先行させてもかまいません。しかし、必ず最終的には理解＆暗記をするようにしてくだ

さい。 
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＜参考＞ 本試験の形式（第 69 回本試験 第二問） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

第 2 章 伝統的会計基礎理論 ★★★ 

 

 この章では、今後の理論学習の羅針盤となるべき伝統的会計学の総論を学習します。 

 総論は、なかなかイメージしにくいと思いますが、今後の各論の学習に必要不可欠なものです。各論の

学習が終わる都度、その各論の総論の中における位置づけを必ず確認するようにしてください。 

 

 

２-１ 財務会計 ★☆☆ 
 

 ＜理解＆暗記＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会計の役割】 

 

 １、内部的役割（管理会計）･･･ 経営者のための会計 

  （１）財産管理目的 

（２）現況把握・将来予測目的 

 

 ２、外部的役割（財務会計）･･･ 外部利害関係者のための会計 

  （１）受託責任・説明責任履行目的 

  （２）利害調整目的       

  （３）意思決定情報提供目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、意義 

 財務会計とは、企業の営利活動の結果を、企業の外部利害関係者に対して財務諸表を通じて報告

することを目的とした会計である。 

２、財務会計の機能（役割） 

（１）受託責任・説明責任履行機能 

（２）利害調整機能 

（３）証券市場への情報提供機能 
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【会計の分類】 

 

                      会社法会計 

               制度会計   金融商品取引法会計 

        財務会計         税務会計 

 

  企業会計         非制度会計 

 

        管理会計 

 

   

財 務 会 計 … 企業外部の利害関係者（投資者や債権者）に対して、営業活動の

成果を明らかにするための会計 

管 理 会 計 … 企業内部の利害関係者（経営者）に対して、経営管理に役立つ会計

情報を提供するための会計 

制 度 会 計 … 法律に従って行われる会計 

非 制 度 会 計 … 法律化されていない理論上の会計 

会 社 法 会 計 … 株主および債権者の利害関係の調整を目的とした会計 

金 融 商 品 取 引 法 会 計 … 投資者保護を目的として、投資判断に必要な経営成績や財政状態

の開示の仕方を規定している会計 

税 務 会 計 … 法人税法や租税特別措置法に従って行われる公平な課税を目的と

した会計 

 

 

 

【受託責任・説明責任履行機能】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   みなさんが大切なお金を他人に託す場合（この場合、みなさんは出資者となります）、そのお金を

託された人（受託者＝経営者）が、私的に流用したり、減らしてしまったりしたらイヤですよね？そ

こで、法律は経営者に対し、私的流用などしないように求めることにしました（＝受託責任）。 

   また、出資者から提供された資金を使って経営者は利益獲得活動を始めるわけですが、その際、出

資者は提供した資金が具体的に、いつ、何に、どのように使われたのか、といった細かな情報を知る

ことができません（経営者はもちろん、いつ、何に、どのように使ったのかを詳細に把握しています。

＝ 情報の非対称性）。そこで、法律は経営者に対して財務諸表を使って出資されたお金が、いつ、何

に、どのように使われたのかを報告する義務を課しました。この義務を説明責任といいます。 

 

 

出資者 経営者 

財務諸表 

 

資金提供 

受託責任 説明責任 

管理・運用 報告 
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【利害調整機能】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                    当期利益 5 億円 

 

 

   株主は株主総会に参加して議決権を行使することができますが、債権者は株主ではないため株主

総会に参加して自らの意思を伝えることができません。そこで、会計が債権者と株主の利害の調整を

することとなっています。 

 

 

 

【情報提供機能】 

 

  企業には、現時点で利害がある者とこれから利害が生じるかもしれない者に対し、情報を提供する

責任があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 億円配当金

ちょうだい！ 

債権者 株主 

 
  

いずれお金を返さなきゃいけ

ないんだから、配当せずにお

金は社内留保しといて。 

当社 
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 ＜参考＞ 利害関係者 

利害関係者とは、文字通り、企業と利害が関係する者のことですが、財務諸表論では主に「債権者」

と「投資者」が重要となります。 

 

   それでは、債権者と投資者という言葉の意味を、おおざっぱにですが確認しておきましょう！ 

 債権者 ≒ 企業に資金を貸している者（銀行、社債権者など） 

  投資者 ≒ 企業に出資している者（株主など） 

 

 

                     国 

 

 

 

 

 

                           

                     

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 株主と投資者 

 

        現在株主（通常「株主」といえば、この現在株主を意味します。） 

   投資者 

        将来株主 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

債 権 者 

株 主 

従業員 

 

経営者 

納税 

出資 

借入 

株 式 会 社 

 
将来株主 

投 資 者 

 

 


